
令和７年５月１２日 

お 客 様 各 位 

会津商工信用組合 

 

 

「破産管財人等特殊口座開設手数料」の新設について 

 

会津商工信用組合（理事長 菊地 武）では、令和７年７月２８日（月）より、 

下記の通り「破産管財人等特殊口座開設手数料」を新設することとなりましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

 

１． 開始日 

令和７年７月２８日（月） 

 

２． 内 容 

名  称 破産管財人等特殊口座開設手数料 

手 数 料 １１，０００円（税込、１口座あたり） 

対象となる 

口座 

・破産管財人 

・相続財産清算人（管理人） 

・不在者財産管理人 

・遺言執行者 

・遺産整理受任者 
 

※新規口座開設及び既存口座の名義変更も対象と 

なります。 

 

※ご不明な点は最寄りの営業店又は渉外担当者へお問い合わせください。 

 

以上 

 

 


